
協議事項№１ 
 

守谷市総合計画審議会委員の選出について 

 

保健福祉審議会では、市の各課が所管する審査会や審議会等の委員の選出依頼を受

けています。 

このたび、「第三次守谷市総合計画・前期基本計画」が令和８年度に期間満了を迎え

ることに伴い、総合計画について審議いただく下記審議会を設置し、委員を選出する

必要がありますので、ご協議をお願いします。 

 

 

 守谷市総合計画審議会委員（企画課所管）：１名 

第三次守谷市総合計画・後期基本計画の策定等 

任期：令和８年２月～令和９年３月（１年程度） 

 

○守谷市総合計画審議会条例（抜粋） 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に

基づき、守谷市総合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（任務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の件について調査、審議し、答申する。 

（１）総合計画に関すること。 

（２）国土利用計画に関すること。 

（３）その他市長が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員１７人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１）団体の役職員 

（２）知識経験者 

（３）市民 

（任期） 

第４条 委員の任期は、当該諮問に係る策定が終了するまでとする。 

２ 前条第２項第１号及び第２号のうちから委嘱された委員が、その職を去った

ときは、委員の資格を失うものとする。 

  



 

 

 

参考 

総合計画から

抜粋 


